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第 1 章 事業の背景と目的 

1.1 事業の背景 

2022年に公表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次評価報告書第3作業部会

報告書によると、世界の温室効果ガス（以下、GHG）排出量の約７割が都市由来とされてお

り、パリ協定で定める1.5度目標の達成に向けては、都市における気候行動の加速が必要不可

欠である。日本は、国と都市が協働して、ゼロカーボンシティの実現に向けて、2021年6月に

策定された地域脱炭素ロードマップの下、脱炭素先行地域を100か所以上創出し、全国に拡大

する取組を進めている。 

世界全体での脱炭素社会の実現に向けては、特に経済成長が著しく今後GHG排出量の増加

が見込まれる途上国において、持続可能な脱炭素社会構築への動きを加速させることが必要

であり、社会経済の発展を支える活動の場である都市の脱炭素化に向けて、国際的にも都市

の取組を支援する動きが強化されている。 

上記のような背景を踏まえ、本事業では、脱炭素社会形成に関する経験やノウハウ等を有

する本邦都市とともに、日本の民間企業・大学等の連携とも図りつつ、海外のパートナー都

市における脱炭素社会形成、環境汚染・循環経済・自然再興（ネイチャーポジティブ）を含

む都市課題に対して包括的な取組及び脱炭素社会の形成に寄与する設備の導入を支援するた

めの調査等を実施している。 

 令和７年度ベトナム南部におけるカーボンニュートラル促進に向けた地域連携事業（以

下、「本事業」）は、ベトナム国旧バリアブンタウ省（現ホーチミン市）と堺市が過年度（フ

ェーズ１：令和4年度～令和６年度）で築いた両都市の自治体・民間の強いネットワークを活

かし、旧バリアブンタウ省を起点としたベトナム南部地域（以下、ベトナム南部）のカーボ

ンニュートラル化を促進するものである。 

本年度はフェーズ２の1年次として、両都市の連携の下で、参画企業が広範囲にビジネス展

開できるようベトナム南部地域の脱炭素分野（省エネルギー・再生可能エネルギー）、廃棄

物管理、スマートシティ開発等の各分野で、環境インフラ導入や制度構築支援を実施した。

さらに「地域連携」をキーワードに、旧ホーチミン市との都市間連携事業の経験を有する大

阪市と連携して、環境教育分野の支援も新たに実施してきた。 

なお、2025年7月に実施されたベトナム全土における自治体再編により、旧バリアブンタウ

省は旧ビンズン省とともにホーチミン市に合併された（決議202/2025/QH15）。以降、本事業

は現ホーチミン市を主なカウンターパートとして継続実施している。 

 

1.2 事業の参画都市 

1.2.1 堺市 

堺市は、大阪府で人口・面積が2番目に大きい政令指定都市であり人口約80万人の都市であ

り、近畿地方の中部、大阪府の中南部に位置する。 
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古代には、仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥古墳群が築造

され、中世には海外交易の拠点として、日本の経済、文化の中心

地として繁栄してきた。現在も、堺・アセアンウィークの開催な

どを通じて、ベトナムを含むアセアン諸国との交流を続けている。 

産業面では、堺市は住民1人あたりの製造品出荷額が全国の政令

指定都市で最も多いなど、日本有数の産業都市として知られる。

特に臨海部には、複数の製油所や火力発電所、ガス製造所、液体

水素製造工場などが立地し、関西のエネルギー生産の一大拠点と

なっている。 

環境分野に関しては、「堺環境戦略」（令和3年3月）や「堺市

地球温暖化対策実行計画」（令和4年11月改定）において、市域

の枠組みを超えて、世界的な環境問題の解決に貢献する観点か

ら、環境分野における国際都市間協力の推進を位置付けている。  

堺市の概要は下表の通り。 

表 1-1 堺市の概要 

# 項目 統計値 

1. 面積 149.83 [km2] （令和8年2月1日現在） 

2. 総人口 802,380 [人] （令和8年2月1日現在） 

3. 人口密度 5,355 [人/km2] （令和8年2月1日現在） 

4. 世帯数 377,229 [世帯] （令和8年2月1日現在） 

5. 事業所数 31,989 [事業所] （令和3年6月1日現在） 

6. 市内総生産（名目） 34,554 [億円] （令和4年度） 

出典：堺市「市の概要・紹介」1、「堺の事業所 令和 3 年経済センサス-活動調査結果」2、「堺市民経済計算 

令和 4 年度」より日本工営作成3 

 

1.2.2 大阪市 

大阪市は日本の政令指定都市であり、西日本の行政、経済、文化の中心地である。国内で

は首都圏に次ぐ大都市圏を形成しており、市内総生産は政令指定都市の中でも最も多く、卸

売業・小売業・サービス業等を中心とした日本有数の商業都市である。また、海外との幅広

いネットワークを有しており、姉妹・友好都市、友好協力都市、ベトナム国ホーチミン市を

はじめとするビジネスパートナー都市等と様々な国際連携活動を実施・促進している。  

大阪市の概要は下表の通り。 

表 1-2 大阪市の概要 

#  項目  概要  

1  面積  225.34 [km2]（令和 7 年 1 月 1 日現在）  

2  推計人口  2,794,598[人]（令和 7 年 3 月 1 日現在：推計人口）  

3  人口密度  12,402[人/km2]（令和 7 年 3 月 1 日：推計人口）  

 

 
1 https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/tokei/suikei.html 
2 https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/tokei/tokeisho/jigyousyo/75391620240411115847101.files/8-3.pdf 
3 https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/tokei/gdp.files/ikkatsu.pdf 

 図 1-1 堺市の位置 

出典：日本工営 

https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/tokei/suikei.html
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/tokei/tokeisho/jigyousyo/75391620240411115847101.files/8-3.pdf
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/tokei/gdp.files/ikkatsu.pdf
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#  項目  概要  

4  世帯数  1,568,390 [世帯]（令和 7 年 3 月 1 日現在：推計人口）  

5  
工業  

事業所数  

4,879 [事業所]（令和 2 年 6 月 1 日現在：2020 年工業統計調査）  

※従業者 4 人以上の事業所の数値。  

6  製造出荷額等  
3 兆 5,747 億 1,261[百万円]（令和 2 年 6 月 1 日現在：2020 年工業統計

調査）  

7  主要産業  

金属製品製造業：997 [事業所]（全体の 20.4％）  

印刷・同関連業：620 [事業所]（同 12.7％）  

生産用機械器具製造業：485 [事業所]（同 9.9％）  

（令和 2 年 6 月 1 日現在：2020 年工業統計調査）  

出典：大阪市公式ホームページ統計資料より日本工営作成  

 

1.2.3 ホーチミン市（旧バリアブンタウ省） 

(1) 旧バリアブンタウ省 

ベトナムの東南部に位置する旧バリアブンタウ省（人口約118万

人）は、南部経済特区に指定されており、国際規模の海港を有す

ることから、ベトナム南東地域の主要な物流拠点として経済的に

重要な役割を果たしている。 

旧バリアブンタウ省は、石油および天然ガスの埋蔵を背景とし

て、石油化学、電力、鉄鋼、肥料、繊維などの重要な製造業が発

展してきた。省内には複数の工業団地が立地しており、中でも「フ

ーミー3特別工業団地」においては、日系を含む外資系企業の現地

法人や駐在員事務所が入居している。 

旧バリアブンタウ省の概要は下表の通り。 

 

表 1-3 旧バリアブンタウ省の概要 

# 項目 統計値 

1. 面積 1982.6 [km2] （令和2年） 

2. 総人口 1,179 [千人] （令和4年） 

3. 人口密度 595 [人/km2] （令和4年） 

4. 世帯数 （統計情報なし） 

5. 企業数 約21,000[社] （令和6年） 

出典：JETRO HP 等を基に日本工営作成 

 

図 1-2 旧バリアブンタウ省の位置 
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(2) ホーチミン市 

2025年7月にベトナムの自治体再編

により、ベトナム国の南部に位置す

る旧ホーチミン市、旧バリアブンタ

ウ省、旧ビンズン省の3つの行政区画

が統合され、新ホーチミン市が誕生

した（図1-3）。統合後のホーチミン

市は、人口1,400万人を超えるベトナ

ム最大の商業都市である。近年の経

済成長に伴い、人口集積、都市拡大

が継続している。特に「周辺地域へ

の開発の拡大」と「産業活動や市民

の生活による大気汚染、水質汚濁、

廃棄物処理、森林開発等」による環

境への影響が大きいとされている。    

図 1-3 統合後のホーチミン市（旧 3都市/省） 

また、ホーチミン市は熱帯気候に属しており、季節は雨季（5月～11月）と乾季（12月～4

月）に分かれ、年間降水量は1,800～1,900mm、平均気温は28℃前後となっている。海抜が

20m前後と低く、河川や海岸に近い地理的特徴と、都市化による土地利用の変化、そして近

年の気候変動の影響も含め、雨季の冠水被害などが都市問題となっている。また、経済発展

及び人口増加に伴い、エネルギー消費が急速に増加することとなり、必然的に温室効果ガス

（Greenhouse gases: GHG）の排出量も増えている。省エネや再生可能エネルギー設備導入、

都市の脱炭素化のニーズが年々高まっている。 

現ホーチミン市の概要は下表の通り 

 

表 1-4 統合後のホーチミン市の概要 

# 項目 統計値 

1. 面積 6,772.59 [km2] （2025年） 

2. 総人口 14,002 [千人] （2025年） 

3. 人口密度 2,067.5 [人/km2] （2025年） 

4. 世帯数 （統計情報なし） 

5. 企業数 約2653,379[社] （2020年） 

出典：Nghị quyết số 202/2025/QH15 決議4、Tổng cục Thống kê の 2021 年経済総調査5を基に日本工営作成 

 

 

 
4 https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/6/202qh.signed.pdf 
5 https://khokinhte2021.nso.gov.vn/StaticFiles/TDTKT2021_CT.pdf 

https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/6/202qh.signed.pdf
https://khokinhte2021.nso.gov.vn/StaticFiles/TDTKT2021_CT.pdf
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1.3 事業の目的 

本事業は、現地調査・協議を通じて、脱炭素行政の知見・ノウハウを有する堺市・大阪市

が、脱炭素・環境改善に資する技術を保有する民間企業とともに、ベトナム南部及びホーチ

ミン市（旧バリアブンタウ省）での「カーボンニュートラルに向けた制度構築や取組の推進」

と「脱炭素技術・設備の導入を支援」することを目的とする。 

 

1.4 本事業の活動項目 

1.4.1 省エネルギー分野の活動項目 

省エネルギー分野（以下、省エネ）の活動項目は、以下のとおり。 

（１） 省エネ技術導入に向けた現地調査とビジネスマッチング支援 

（２） 省エネ技術導入に向けたJCM等の事業化支援 

1.4.2 再生可能エネルギー分野の活動項目 

再生可能エネルギー分野（以下、再エネ）の活動項目は、以下のとおり。 

（１） 再エネ技術導入に向けた現地調査とビジネスマッチング支援 

（２） 再エネ技術導入に向けたJCM等の事業化支援 

1.4.3 廃棄物処理分野の活動項目 

過年度より旧バリアブンタウ省で重点テーマであった廃棄物処理分野（サーキュラーエコ

ノミー）の活動項目は、以下のとおり。 

（１）廃棄物処理に関する有用技術の紹介と事業化支援 

（２）農業由来廃棄物（バイオマス）利活用の検討 

1.4.4 制度構築支援分野の活動項目 

旧バリアブンタウ省（現ホーチミン市）への制度構築支援の活動項目は、以下のとおり。 

（１）脱炭素都市及びサーキュラーエコノミーの制度構築支援 

（２）カーボンニュートラル促進のための広報の実施 

1.4.5 水素技術分野の活動項目 

旧バリアブンタウ省（現ホーチミン市）への制度構築支援の活動項目は、以下のとおり。 

（１）ベトナム国の水素関連法制度及び戦略等の収集・レビュー 

（２）水素製造・販売、水素燃焼技術の導入ポテンシャルの確認 
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1.4.6 デジタル技術（DX）分野の活動項目 

現地関係機関へのヒアリングや情報収集を通じて、ベトナム南部地域での気候変動対策に

資するデジタル技術のポテンシャルを確認し、同地域において適用可能性を検討した。 

1.4.7 環境省以外の支援機関との連携 

環境省以外の支援機関との連携の活動としては、国際協力機構（以下、JICA）等の企業支

援プログラムの活用を検討した。情報共有のため、在ホーチミンJICA事務所にて最新の現地

動向や、案件形成に関する情報交換を行った。 

1.4.8 脱炭素社会実現のための都市間連携セミナー2026への参加 

環境省が実施する脱炭素社会実現のための都市間連携セミナー2026（令和８年２月、愛媛

県開催）に参加し、ホーチミン市DAEからの招へい職員１名（旧バリアブンタウ省担当）の

セミナー参加を支援した。 

 

1.5 本事業の実施体制 

本事業に参加する自治体・企業・団体の概要を表1-5に示す。都市間連携の窓口としては、

堺市環境局と現ホーチミン市農業環境局（DAE）（旧バリアブンタウ省天然資源環境局）と

なる。また、複数都市での都市間連携事業とJCM設備補助事業の案件形成の実績を有する大

阪市も、統合後のホーチミン市を含むベトナム南部の脱炭素化を支援するため、本事業に参

画している。 

表 1-5 参画組織の役割 

組織 担当分野  役割 

堺市 パートナー都市 本事業を通じて旧バリアブンタウ省と環境協力覚書

（2023年12月）を締結した。同省およびベトナム南部

地域でのカーボンニュートラル促進を目指す。 

旧バリアブンタウ省

（現ホーチミン市） 

パートナー都市 堺市との環境協力覚書をもとに、本事業を実施してき

た。都市の脱炭素化と環境改善に向けた取り組みを継

続していく。 

大阪市  地域連携支援 ベトナム南部地域での脱炭素化普及に向けた環境教

育分野の支援とJCMのノウハウの共有を行う。 

大阪商工会議所 本邦企業支援 現地ワークショップの企業周知に協力実績がある。 

大阪ガス株式会社 再エネ /案件形

成 

関西圏に拠点を持つ大手企業。JCM設備補助事業の代

表事業者経験を複数有しており水平展開を検討する。 

中外炉工業 水素/案件形成 堺市に拠点を持つ地場企業。独自開発の水素燃焼技を

有しており、ベトナム南部での技術導入検討を行う。 

カナデビアベトナム 廃棄物 /案件形

成 

廃棄物発電、メタン発酵技術を保有する、国内外プラ

ント導入実績多数の大手企業の現地法人、ベトナム南

部での技術導入検討を行う。 

タンビンフーミー株

式会社 

エコ工業団地 バリアブンタウ省内のフーミー３工業団地運営会社。

工業団地の環境インフラ導入を推進している。 

日本酸素ベトナム 水素バリューチ

ェーン /案件形

産業ガス製造企業の現地法人。過年度の水素ポテンシ

ャル調査に協力実績があり、水素製造・販売ができる
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組織 担当分野  役割 

成 数少ない企業。同地域で水素技術の導入検討を行う。 

遠藤照明ベトナム 省エネ /案件形

成 

関西圏に拠点を持つ高効率LED大手企業の現地法人

JCM設備補助事業の代表事業者経験がある。 

OCA VIET NHAT

（OCAベトナム） 

バイオマス /案

件形成 

バリアブンタウ省に拠点を持つ日系カカオ生産企業。

過年度カカオポッドの活用について調査に協力した。

今年度、バイオ炭に事業可能性について検討を行う。 

ベトナムASEAN水

素クラブ 

水素/普及支援 水素全般に関わる国際ネットワークを持つ組織。過年

度の本事業の活動で既に協力実績があり、現地の最新

動向について情報提供を行う。 

ベトナム商工会議所 現地企業支援 過年度現地ワークショップに参加、企業への開催周知

等の支援実績があり、継続して支援を行う。 

出典：日本工営作成 

 

上記参画団体の実施体制は、図1-4のとおりである。 

 

出典：日本工営作成 

図 1-4 本事業の実施体制図  
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1.6 本事業の工程 

本事業の実施期間は2025年5月7日～2026年3月13日で、主な工程は下図の通りである。 

 

 
出典：日本工営作成 

図 1-5 本事業のスケジュール 

 

 

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1．都市間連携活動

1）
堺市・ホーチミン市（旧バリアブンタウ省）との都市間

連携協議

▽ ▼

2） 大阪市・ベトナム南部地域脱炭素に向けた広報活動
▽

▽

▼ ▼

3） 他支援機関との協議、地域連携の検討
▼ ▼

2．JCM案件形成（応募期間：4月～9月末）

1） 参画企業との案件形成活動（JCM等）

2） 現地調査

3） 現地・国内傭人を活用した調査（水素・デジタル分野）

3．活動イベント

1） 現地ワークショップ・個別セミナーの開催 ▼ ▼ ▼

2） 環境省主催都市間連携セミナー2026への参加
▼

4．定期報告会、成果品

1） 月次進捗報告 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

2） 環境省報告会 　　▽（キックオフ） 　　　▽（中間報告）
▽

(最終報告)

3） 調査報告書作成・提出 ▽(提出)

備考：点線及び▽は国内・リモート作業、▼は現地活動または国内の対面協議を示す。

# 調査内容
2025年(令和7年） 2026年(令和8年）

（広報コンテンツ協議）

（JICA現地事務所との協議）

（ベトナム南部の案件形成支援）

（現地協議）

（政策対話）

現地ワークショップ

（会議形式）

（次年度案件形成支援）

（大阪市、日本工営）

（MOU確認手続き）（キックオフ）

（現地協議）

（堺市、日本工営）

（コンテンツ最終化）

（JICA現地事務所との協議）

（日本工営） （日本工営）

（脱炭素セミナー）

現地ワークショップ

（技術紹介）
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第 2 章 参画都市の気候変動対策に資する取組 

2.1 堺市による気候変動対策に関する取組 

2.1.1 地球温暖化対策実行計画 

堺市では、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策の推進に

関する法律第21条に基づく「堺市地球温暖化対策実行計画」を2022年11月に改定し、「緩和

策」と「適応策」の両輪による気候変動対策の推進を図っている。代表的な取組及び実績に

ついて以下に記載する。「堺市地球温暖化対策実行計画」の全体概要は、令和4年度の本事業

調査報告書を参照されたい。 

2.1.2 堺市の GHG削減に向けた目標 

堺市域の温室効果ガス（GHG）排出量は2022 年度の温室効果ガス排出量は619 万t-CO2

（CO2換算）であり、2013 年度（基準年度）と比べ 22.9％減少している（図2-1）。産業都市

の特性から、全国平均と比べて産業部門の排出割合が高い点が特徴である（図2-2）。2030年

度の50%以上削減（2013年度比）目標に向けて、更なる削減を目指している。 

図 2-1堺市域の GHG排出量推移と電気の排出係数 

図 2-2部門別温室効果ガス排出量の割合 
出典：堺市ホームページ「堺市域における 2022 年度の温室効果ガス排出量について」より抜粋6 

 

 
6
 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/oshirase/GHGemissions2022.files/sakai2022_ghg.pdf 
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2.1.3 堺市の GHG削減に向けた取組事例 

 堺市では、公共施設・事業所・家庭でのGHG削減を推進すべく、再生可能エネルギーの

導入拡大や省エネルギーの導入促進、ゼロエネルギータウンの創出等を進めている（図2-3、

図2-4）。 

 

 
出典：堺市現地ワークショップ資料 

 

図 2-3 堺市の脱炭素に向けた取組（再エネ・省エネ分野） 

 

 
      出典：堺市現地ワークショップ資料 

 

図 2-4 堺市の脱炭素に向けた取組（都市開発分野） 
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2.2 大阪市による気候変動対策に関する取組 

大阪市の主な気候変動対策に関する取り組みを以下に示す。 

  

表 2-1 大阪市の気候変動対策 

施策・取組 内容 

大阪市地球温暖化

対策実行計画（区域

施策編） 

大阪市は2020年11月27日の大阪市会において、2050年のゼロカーボ

ン実現を表明し、同年12月9日に環境省へ報告した。2021年3月に策

定した「大阪市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」では、2030

年度の目標達成に向けた取組の方向性と、2050年の大阪の成長につ

ながる脱炭素社会「ゼロカーボンおおさか」の実現に向けた施策が

明記された。同計画は、国内外のカーボンニュートラルの実現に向

けた取組加速を踏まえ、2022年10月に改定計画を策定、2024年5月に

は脱炭素先行地域に関する取組が反映されている。 

SDGs未来都市及び

自治体SDGsモデル

事業 

大阪府及び大阪市は、2020年7月17日に都道府県と市町村による共

同提案の初の事例として、内閣府の「SDGs未来都市及び自治体SDGs

モデル事業」に選定され、同年10月に「大阪府・大阪市 SDGs未来

都市計画」を策定。2023年3月には、第2期計画が策定されている。 

大阪ブルー・オーシ

ャン・ビジョン実行

計画 

上記SDGsモデル事業の取組の一つとして、大阪府及び大阪市は、

2021年3月に「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」実行計画を策定

した。同計画は、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が掲げる

「2050年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染ゼロ」の実

現に寄与するとともに、大阪市環境基本計画の水分野の個別計画と

してSDGsの達成に貢献することを目指している。 

環境教育分野の取

組 

大阪市は、「おおさか環境科」という副読本を作成し、将来を担う

世代への環境教育・環境学習に取り組んでいる。副読本は大阪市独

自の内容で、毎年内容を改定することで常に最新情報を掲載してお

り、約9割の学校の授業で活用されている。また、拡張現実（AR：

Augmented Reality）技術を用いた体験型の環境学習も実施している。  

出典：大阪市提供資料より日本工営まとめ 

2.3 ベトナムにおける国家政策・エネルギー計画 

ベトナム政府は、2021年11月に開催されたCOP26において、ベトナムのファム・ミン・チ

ン首相は、2050年までにカーボンニュートラルを達成することを目標とする旨を表明した。

国が決定する貢献（NDC）で目標としていた、2030年までに特段の対策のない自然体ケース

（BAU）比9%、条件付きで27％削減と比較すると、非常に高い目標となっている。また、本

事業で導入を推進しているソーラーシェアリングシステムについては、ベトナムの法律上制

度が未整備であるため、現在新たなガイドラインを参画企業が主導となって作成中である。 

以下に、本事業と関連のある国家政策やエネルギー計画等をまとめた。 
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2.3.1 自国が決定する貢献（NDC） 

ベトナムは、2016年11月に自国が決定する貢献（NDC）を提出した後、2020年9月と2022年

11月に更新版を提出している。2050年に向けた国家気候変動戦略（Vietnam’s National Climate 

Change Strategy to 2050）で示されている長期目標達成に向け、最新版のNDCでは、前回更新

版（2020年NDC）から温室効果ガス（GHG）削減目標が大幅に引き上げられている。2020年

NDCと比較し、2022年NDCのGHG削減目標は、2030年までに無条件でBAU比15.8%、条件付

きで43.5％と高い値を掲げている。セクター毎の2030年までの目標は表2.2 1のとおりである。 

現在、2026～2035年を対象とするNDC3.0の草案の策定が進められている。NDC3.0では、温

室効果ガス削減、適応、気候資金、損失と損害、社会的公正といった要素を強化する方針で

あると報道されており、ベトナムの最新の国家戦略や政策動向を反映した内容となる予定で

ある。 

 

表 2-2 ベトナム更新 NDC（2022）における 2030 年 GHG削減目標 

セクター 

削減目標 

（無条件） 

削減目標 

（国際支援有り） 

削減目標 

（条件付き） 

BAU シナリオ

との比較[％] 

削減量 

[Mil. t-CO2eq] 

BAU シナリオ

との比較[％] 

削減量 

[Mil. t-CO2eq] 

BAU シナリオ

との比較[％] 

削減量 

[Mil. t-CO2eq] 

エネルギー 7.0 64.8 17.5 162.2 24.4 227.0 

農業 1.3 12.4 4.1 38.5 5.5 50.9 

LULUCF* 3.5 32.5 1.5 14.1 5.0 46.6 

廃棄物 1.0 8.7 2.2 20.7 3.2 29.4 

産業プロセス 3.0 27.9 2.4 21.9 5.4 49.8 

合計 15.8 146.3 27.7 257.4 43.5 403.7 

*LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry の略。土地利用、土地利用変化及び林業部門 

出典：UPDATED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION (NDC), The Socialist public of Vietnam より日本工営

作成 

 

上記のNDCにおける削減目標を基に、ベトナム政府は様々な政策を行っており、また、それら

の国家政策の下で、それぞれの自治体が独自の政策を行っている。主な国家政策は表 2-3の

とおりである。 

表 2-3 ベトナムにおける主な気候変動・エネルギー関連国家政策 

政策名 (施行日) 目標 

水素エネルギー戦略 

（2024 年 2 月 7 日） 

(Decision 165/QD-TTg) 

全体目標  

2050年までのネットゼロ目標の達成に貢献するため、近代的なイ

ンフラを備えた、生産、貯蔵、輸送、流通、国内使用、輸出を含

むベトナムの再生可能エネルギーベースの水素エコシステムを

開発する。 

具体的目標  

・再生可能エネルギー利用及び炭素回収・貯留と組み合わせた水

素の生産能力を、2030年までに年間10万～50万トンに、2050年

までに年間1,000万～2,000万トンに拡大。 
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政策名 (施行日) 目標 

第 8 次国家エネルギ
ーマスタープラン 

（2023 年 5 月 15 日） 

(Decision 500/QD-TTg) 

改定（2025 年 4 月）
(Decision 768/QD-TTg) 

全体目標  

2021年から2030年の間の実質GDP成長率を年平均7％と予測し、

経済成長に必要な電力を供給する。  

具体的目標  

・発電設備容量：2030年までに183,291～236,383 [MW]、2050年ま

でに774,503～838,681 [MW]  

・原子力や廃棄物、揚水発電などの目標を明記。 

・2030 年の電源構成の再エネ比率を 28～36％に設定。  

2050 年に向けた国家
気候変動戦略 

（2022 年 7 月 26 日） 

（Decision 896/QD-

TTg of the Prime 

Minister） 

全体目標 

2030 年までに GHG 排出量を BAU 比で 43.5%削減、2035 年をピ
ークとして 2050 年までにネットゼロの達成を目指す。 

具体的目標 

・適応策：自然・経済・社会システムの回復力と適応力の向上を
通じて、気候変動の影響に対する脆弱性とリスクを低減させ
る。気候変動により増大する自然災害や極端な気候変動による
損害を最小限に抑える。 

・緩和策：気候システムを保護する国家社会に責任を持って積極
的に貢献しながら、2050 年までに排出量を実質ゼロの目標の達
成を目指す。経済の成長と競争力の質を向上させる。 

2050 年までを対象と
したグリーン成長戦
略（2021-2030） 

（2021 年 10 月 1 日） 

（Decision 1658/QD-

TTg） 

全体目標 

グリーン成長は、成長モデルの革新による経済再構築の促進に貢

献する。これは、グリーンでカーボンニュートラルな経済を目指

し、経済的繁栄、環境の持続可能性、社会的公平性を達成し、温

度上昇の抑制に貢献するものである。 

エネルギーの経済的
かつ効率的な利用に
関するプログラム
（2019‐2030） 

（2019 年 3 月 13 日） 

(Decision 280/QD-TTg 
of the Prime Minister) 
 

全体目標 

「エネルギーの経済的かつ効率的な利用に関するプログラム
（2019-2030）」は、国家持続可能開発戦略の重要な要素である。
ベトナムを省エネ・エネルギー効率の良い国家にすることを目指
し、エネルギー開発戦略を具体化するための実施ステップとな
る。 

具体的目標 

・国家管理、技術支援、科学技術研究と製品開発、市場移行、人
材育成と開発、さらにエネルギーの経済的・効率的利用の分野
における国際社会からの支援の活用という課題・解決策の同期
的実施を通じて、エネルギーの経済的・効率的利用を促すため
に国内外のあらゆる資源を活用する。 

・グリーン成長および持続可能な発展を目指し、すべての社会活
動において、エネルギーを経済的かつ効果的に使用する習慣を
形成する。また、さまざまな経済部門や産業におけるエネルギ
ーの集中的な消費量を削減する。さらに、大規模なエネルギー
の消費者や経済部門において省エネを進める。 

パリ協定実行のため
の行動計画 

(2016 年 10 月 28 日) 

(Decision 2053/QD-
TTg of the Prime 
Minister)  
 

全体目標 

ベトナムに適用されるパリ協定の全条項を段階的に実施するた
めに、2020 年および 2030 年までの適切な活動および解決策を特
定し、実施すること。 

具体的目標 

・温室効果ガス排出量削減のための INDC（各国が自主的に決定
する約束草案）を達成する。 
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政策名 (施行日) 目標 

・気候変動に適応するための INDC を達成する。 

・約束草案の国別目標達成のための人的、技術的、財政的資源を
準備し、低炭素で回復力が高い経済への移行に貢献する。 

・適応・緩和・資源準備の実施を監視・評価するための透明性シ
ステム（MRV：測定、報告及び検証）を確立し、運用する。 

・気候変動に対応するための環境を確立し、国の努力を集中させ
るために、制度や政策を改定する。 

国家気候変動対策目
標計画 

（2012 年 8 月 30 日） 

(Decision 1183/QD-TTg 
of the Prime Minister) 

具体的目標 

・気候変動のための国家戦略を着々と実現する。 

・気候変動に適応するための認識と能力を向上させる。 

・温室効果ガス削減を行う。 

・低炭素な経済を発展させる。 

・気候システムを保護するため、国際的なコミュニティと活発に
協力する。 

出典：日本工営作成 

 

2.3.2 水素エネルギー戦略 

ベトナム政府は、2050年までのネットゼロ達成に向け、水素エネルギーの開発を推進する

ため、2024年2月7日付け首相決定（No.165/2024/QD-TTg）として、2030年までのベトナムの

水素エネルギー開発戦略と2050年までのビジョンを定めた水素エネルギー戦略を策定した。

同戦略では、水素エネルギーをバリューチェーン全体（生産・貯蔵・輸送・供給・利用・輸

出）に沿って開発し、エネルギー安全保障の維持、GHG排出削減、グリーン経済・循環経済・

水素経済の発展促進に貢献することを狙いに含み、再生可能エネルギー利用及び炭素回収プ

ロセスを通じた水素の生産能力を、2030年までに年間10万～50万トンに、2050年までに年間

1,000万～2,000万トンに拡大すること等をめざしている。ベトナムにおける水素エネルギー

戦略が示す各分野の目標と方向性を表 2-4に示す。 

 

表 2-4 ベトナムの水素エネルギー戦略の概要 

分野 2030 までの目標 2050 年までの目標 

水素エネルギーの

生産 

再生可能エネルギーおよび炭素回

収プロセスを活用し、年間 10 万～

50 万トンの水素を生産 

再生可能エネルギーおよび炭素回収

プロセスを活用し、年間 1,000 万～

2,000 万トンの水素を生産 

水素エネルギーの

利用 

電力生産: ガス・石炭火力発電所で

のガスと水素、または石炭とアン

モニアの混焼技術の研究および試

験運用を推進 

電力生産: ガス火力発電所、LNG 火

力発電所における水素利用、石炭火

力発電所におけるアンモニア利用へ

の燃料転換を推進（国家電力開発計

画に準拠） 

交通・輸送: 公共交通機関や長距離

輸送車両における水素エネルギー

の研究および試験導入を推進 

交通・輸送: 水素エネルギーや水素

派生燃料を利用する輸送手段への転

換を推進（交通運輸業界のグリーン

トランスフォーメーションロードマ

ップに準拠） 

産業: 石油精製・肥料・鉄鋼・セメ

ント生産におけるグリーン水素や

低炭素水素の試験利用を推進 

産業: 石油精製・肥料・鉄鋼・セメ

ント生産において、水素エネルギー

を完全導入し脱炭素を推進 
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分野 2030 までの目標 2050 年までの目標 

水素エネルギーの

貯蔵・輸送・流通 

・ エネルギー部門の既存インフ

ラを活用した水素エネルギー

の貯蔵・輸送・流通に関する

研究・実験の実施、安全性と

合理的なコストの確保 

・ 水素エネルギーの輸送・貯

蔵・流通向け専用設備の生産

拠点の研究・実験の推進 

・ 輸送部門向けの水素エネルギ

ー供給システムの研究・実験 

・ 年間 1,000 万～2,000 万トン規模

の水素貯蔵・流通・利用インフ

ラの整備 

・ 輸送部門向けの水素供給システ

ムの全国的な整備 

水素エネルギーの

輸出 

豊富な再生可能エネルギー資源

（風力、太陽光など）と地理的優

位性を活かし、エネルギー安全保

障、国防・安全保障、経済効率性

を確保するという原則のもと、輸

出向けグリーン水素エネルギーの

生産への投資を促進 

再生可能エネルギー、新エネルギ

ー、グリーン水素エネルギーを基盤

とした包括的なエネルギー産業のエ

コシステムを構築し、クリーンエネ

ルギー産業の拠点を発展させるとと

もに、再生可能エネルギーおよびグ

リーン水素エネルギーの地域輸出国

としての地位を確立 

出典：首相決定 No.165/2024/QD-TTg 

 

2.3.3 第 8次国家エネルギーマスタープラン（PDP8） 

2023年5月にベトナム政府の2021～2030年の電力開発指針である「第8次国家電力開発基本

計画（PDP8）」が公布された。PDP8では、2021年から2030年の間の実質GDP成長率を年平均

7％と予測し、経済成長に必要な電力を供給できるように同期間の計画を設定した上で、2050

年までのGHG排出量の実質ゼロ化に向けた長期的なビジョンも示している。 

2025年4月に改正版PDP8を承認する首相決定 No. 768/QD-TTg（決定 768）がベトナム国首

相により発出されており、同年5月には改正版PDP8の実施計画を承認する内容である首相決

定 No. 1509/QD-BCT（決定1509）が商工省により発出された。同計画には、2024年に改正さ

れた電力法を踏まえて、原子力や液化天然ガス（LNG）、新エネルギーなどの発電計画を追

加が追加されている。付属文書では、2030年までの大型発電所、送電網の開発予定案件など

も一覧化されている。 

改訂版PDP8における主要な変更点を下記に示す。また、PDP8における電力種別ごと発電

設備容量の目標について、改定前（2025年4月まで）と改定版（2025年4月以降）を比較し、

変更点を下記に整理する。 

【主要な変更点】 

発電設備容量の2030年目標値を改定前の150,489 MWから183,291～236,383 MWに改訂版で

は大きく上方修正されている。 

LNGによるガス火力発電や陸上風力発電の開発に注力し、原子力や廃棄物、揚水発電など

の目標が新たに明記されている。 

太陽光は、集光型および改定前の目標では除外していた屋根置きを含めた数値が設定され

ている。 
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輸入電力の2030年目標値が改定前の5,000 MWから9,360～12,100 MWに改訂版では大きく

上方修正されている。 

2030年の発電量（輸入を含む）の目標値は約5,604億～6,246億 kWhとされ、このうち再生

可能エネルギー（再エネ）が占める比率を28～36％にすると定められている。 

 

表 2-5改定前・改訂版 PDP8の発電設備容量目標値の比較 

電力種別 改定前 PDP8 (-2030) 改訂版 PDP8（-2030） 改訂版 PDP8（-2050） 

総計 150,489 MW 183,291～236,363 MW 774,503～838,681 MW 

風力 ・陸上風力：21,880 
MW 
・洋上風力：6,000 
MW 

・陸上・沿岸風力：
26,066～38,029 MW 
・洋上風力：6,000～
17,032MW（2030～
2035 年に運転開始予
定） 

・洋上風力：113,503
～139,097 MW 

太陽光 12,836 MW（既存の
屋根置き太陽光を含
まない） 

46,459～73,416 MW
（集中型および屋根置
き太陽光を含む） 

293,088～295,646 MW 

バイオマ
ス 
廃棄物発
電 
その他新
エネルギ
ー 

・バイオマス：1,088 
MW 
・廃棄物発電：1,182 
MW 

・バイオマス：1,523
～2,699 MW 
・廃棄物発電：1,441
～2,137 MW 
・地熱およびその他新
エネルギー：45 MW 

・バイオマス：4,829
～6,960 MW 
・廃棄物発電：1,784
～2,137 MW 
・地熱およびその他新
エネルギー：464 MW 

水力 29,346 MW 33,294～34,667 MW 40,624 MW 
揚水式水
力 

2,400 MW 2,400～6,000 MW 20,691～21,327 MW 

蓄電池 300 MW 10,000～16,300 MW 95,983～96,120 MW 

混焼 2,700 MW N/A N/A 
原子力 N/A 4,000～6,400 MW 8,000 MW 
石炭火力 30,127 MW 31,055 MW 25,798 MW 
国内ガス 6,900 MW 10,861～14,930 MW - 
LNG 22,400 MW 22,524 MW 18,200～26,123 MW 
調整電源 
(蓄電池） 

300 MW 2,000～3,000 MW 21,333～38,641 MW 

輸入電力 5,000 MW（ラオスか
ら） 

ラオスおよび中国から
9,360～12,100 MW
（うちラオスから最低
8,000 MW を輸入する
目標） 

1,4688 MW 

輸出電力 5,000～10,000 MW シンガポール、マレー
シア、その他パートナ
ー国向けに 5,000～
10,000 MW（2035 年
まで） 

10,000 MW 

出典：決定 768/QD-TTg 

 

2.3.4 気候変動枠組条約締約国会議（COP）関連動向 

2021年に開催されたCOP26において、ベトナムのファム・ミン・チン首相は、2050年まで

にカーボンニュートラル達成を目標とすることを表明している。 
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2025年11月にブラジルで開催されたCOP30では、2025年11月にブラジルで開催された

COP30では、1)先進国による温室効果ガス削減へのより強いコミットメント、2)先進国による

気候資金（少なくとも年間3,000億USDの動員を主導し、発展途上国支援のために年間1.3兆

USDの資金調達の道筋を目指す）、3)「Early Warning for All（全ての人のための早期警報）」

の拡大と効果的な実施の加速、4)国連による気候変動等へのより深い協力を促進する役割の

強化などが盛り込まれた。また、ベトナム政府は、国内で気候変動の緩和と適応に取り組ん

でおり、国内炭素市場の構築や主要排出源（火力発電・セメント・鉄鋼等）に対する排出枠

割当などを進めていること、パリ協定第6条に基づく二国間協力の準備を進めていることも

報告された。 

 

2.3.5 国内炭素市場及び GHG インベントリ整備の動向 

ベトナムの炭素市場の基礎は、環境保護法（LEP2020）第91条（温室効果ガス排出削減）及

び第139条（国内カーボン市場の構築）、並びにこれらを具体化する2022年1月7日付けの温室

効果ガス排出削減・オゾン層保護及び国内炭素市場の開発に関する政令（Decree 

No.06/2022/ND-CP）により構築されている。同政令では、GHGインベントリ義務、GHG排出

枠制度、カーボンクレジットの利用や国内炭素市場などに関して中核となる事項が定められ

ており、その後、2024年8月13日付けの首相決定（Decision No.13/2024/QD-TTg）や2025年6月

9日付けの改定政令（Decree 119/2025/ND CP）等において、適宜制度の具体化が進められてい

る。 

GHGインベントリ制度では、現在、二酸化炭素（CO2）換算で3000トン以上に相当するGHG

を排出する施設、又は以下のいずれかの条件に該当する6分野、2,166施設がGHGインベント

リ作成・報告の義務対象と規定されている。 

•年間消費エネルギー1000 TOE（石油換算トン）以上の石炭火力発電所及び各種工業生産

施設 

•年間消費エネルギー1000 TOE以上の道路輸送業者 

•年間消費エネルギー1000 TOE以上のショッピングモール等 

•年間処理量5万トン以上の固形廃棄物処理施設 

対象の企業は2025年3月31日までに温室効果ガスのインベントリを実施し、関係省庁・人民

委員会に報告するとともに、その後2030年までの期間において、排出削減計画の策定・実施、

GHG排出削減の年次報告書の作成及び提出が必要となっており、報告形式や審査基準、第三

者検証等の規定整備も進められている。 

また、2026年2月に火力発電、鉄鋼、セメント分野の110施設に排出枠が試験的に割り当て

られ、カーボンクレジット活用と国内炭素取引制度に関する枠組みの整備も進んでいる。排

出枠やカーボンクレジットは、重複防止のために農業環境省の国家登録システムに登録され、

ハノイ証券取引所で取引される。割当排出枠の最大30%までカーボンクレジットでのオフセ

ットが可能であり、2021年以降に実施されたCDM、JCMプロジェクトのカーボンクレジット

やパリ協定6条4項に沿ったカーボンクレジットが国家登録システムへの登録対象である。 
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2.3.6 太陽光発電その他再エネの販売に関する規制 

ベトナム政府は、エネルギー転換および再エネ開発の加速を目的として、2025年3月に政令

57号（57/2025/ND-CP）および政令58号（58/2025/ND-CP）を公布した。政令57号は、再エネ

発電事業者と大口電力消費者との間で直接電力購入契約（DPPA）を締結できる制度を規定し、

私設線を用いたフィジカルDPPAおよび国家電力系統を経由するバーチャルDPPAの双方の

枠組みを整備したものである。一方、政令58号は、自家発電・自家消費型電源（特に屋根置

き型太陽光発電）に関する開発・運用メカニズムおよび余剰電力の販売に関するルールを明

確化したものである。 

さらに、企業による再エネ電力の直接調達を円滑化する観点から、政令57号及び政令58号

の改正が中央政府内で検討されている。2025年10月時点の改訂草案には、私設線経由の取引

における売電価格上限規制の見直しなどの規制緩和措置が含まれているとされる。これらの

制度整備および規制緩和が実現すれば、企業が私設線経由のDPPA取引に参入しやすくなり、

発電事業者から再エネ電力を直接購入し、工業団地内のテナント企業へ供給する環境が整備

されると期待されている。 

2.3.7 廃棄物に関する法制度と現状の対策 

ベトナムでは、過去30年間にわたる急速な経済成長に伴い、年間約370万トンのプラスチッ

クごみが発生しており、年率6.2％で増加している。国内の水域へのプラスチック流出量は

2018年から2030年の間に106％増加すると予測されており、年間約18.2万トンから37.3万トン

へと増える見込みである。 

ベトナム政府は、2030年までの海洋プラスチック75％削減、使い捨てプラスチックの段階

的廃止、Extended Producer Responsibility（EPR）全国展開といった国家目標の達成に向け、以

下の政策・規制を設定している。 

・世界経済フォーラムが運営する「グローバル・プラスチック・アクション・パートナー

シップ（GPAP）」との連携 

・ベトナム国家プラスチック・アクション・パートナーシップ（NPAP）の立ち上げ（2020

年12月23日） 

・環境保護法（法令番号 72/2020/QH14、第 73 条、2020年11月17日）：プラスチック廃棄

物の削減、再利用、リサイクル、処理、海洋プラスチック廃棄物汚染の防止と管理。 

・環境保護法に関する各種法令の拡大（法令番号 08/2022/ND-CP、2022年1月10日） 

・プラスチック・アクション資金調達ロードマップの策定（2025年12月16日）：EPR政策

の透明性と有効性の向上の提言 

 

2.3.8 統合後のホーチミン市における環境・気候変動政策 

旧バリアブンタウ省は、2025年の 7月に新ホーチミン市に統合されたことにより、基本的

にはホーチミン市の政策に則ることになる。統合後のホーチミン市の環境・気候変動政策は、

現時点では旧 3市・省の地域特性に合わせて、以下のように整理されている。 
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表 2-6 ホーチミン市 3地域の環境・気候変動政策の方針 

分野 旧ホーチミン市 旧バリアブンタウ省 旧ビンズン省 

エネルギ

ー 

省エネ・エネルギー効

率化の推進 

エネルギー源の多様化、再

エネ、新エネルギーの促

進・規制強化 

大規模ガス火力発電所の開

発 

新エネルギー、クリ

ーンエネルギー、再

生可能エネルギーの

促進 

環境 効率的な資源利用の

促進（廃水・廃棄物の

リサイクル） 

インベントリの作成 

医療廃棄物の発生源

での分別 

持続可能な森林管理・

植林 

高効率な農作物・畜産品種

の開発と拡大 

バイオエネルギー・有機肥

料の生産 

スマート農業の促進 

固形廃棄物管理の強化 

リサイクルの促進 

植林 

下水収集・処理ネッ

トワークの拡張 

環境にやさしい農

耕・畜産モデルの導

入・拡大 

天然資源の効率的な

利用 

有機肥料の生産と利

用、メタン回収促進 

生物多様性の保全・

回復 

森林被覆率の向上 

運輸 再エネの活用 

交通インフラのレジ

リエンス強化 

沿岸・河川交通インフラ

の強化と保護  

インフラシステムのレジ

リエンス強化と洪水防止 

交通インフラ改修・更新 

交通インフラの改良 

産業 
生産におけるクリー

ン技術・新技術への

移行 

工場の排出量削減 

エネルギーの効率的利用 

新エネルギー、クリーン

エネルギー、再エネの利

用の促進 

大規模、最新技術、

高付加価値、環境配

慮型の優先的誘致 

省エネ設備の規制の

適用 
出典：ホーチミン市提供資料より日本工営作成 
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第 3 章 脱炭素社会実現のための都市間連携 

3.1 都市間連携の背景と目的 

3.1.1 背景 

堺市は、令和3年3月に策定した堺環境戦略にて世界をリードする環境先進都市の実現を目

指すことを宣言し、施策の方向性として「国際都市間協力」を明確に位置づけている。同戦

略に基づき、バリアブンンタウ省との都市間協力の推進を進め、令和4年度にバリアブンンタ

ウ省の脱炭素化に向けた都市間連携事業を開始した。 

また、2023年12月6日に堺市と旧バリアブンタウ省人民委員会（PPC）は、ベトナムと日本

との戦略的パートナーシップ及び友好関係に基づき、環境分野での互恵的な協力関係の構築

を図ることを目的として、「脱炭素都市」、「循環経済」の構築及びJCM案件形成の可能性

に向けた両都市間の協力覚書（MOU）を、COP28のジャパン・パビリオンのサイドイベント

にて締結した。以降、本事業は同覚書に基づく両都市間の活動として位置づけられている。 

2025年7月のホーチミン市への統合以降は、同MOUはホーチミン市として継続されること

を両都市で書面を交わし、合意済みである。 

3.1.2 本都市間連携事業の目的 

本事業では、旧バリアブンタウ省の環境分野の課題及びニーズをふまえ、ゼロカーボンシ

ティ形成に向けた制度構築支援および省エネ・再エネ・水素エネルギー・廃棄物処理・デジ

タル技術（DX）分野における温室効果ガス排出量の削減ならびにそれに寄与するJCM案件形

成に向けた検討を行うことを目的とする。 

3.1.3 活動概要 

今年度実施した調査、会議、ワークショップ等は下表のとおりである。 

 

表 3-1 都市間連携に係る活動実績 

項目 実施時期 概要 

環境省キックオフ会議（オン

ライン） 

2025 年 5 月 8 日 - 本事業の活動予定等について協議

を行った。 

企業との国内協議 2025年 5月 19日、

22 日、23 日他 

- 農業由来のバイオマス利活用の調

査内容について参画企業・現地大

学と協議を行った。 

第 1 回現地調査の実施 2025 年 6 月 28 日

~7 月 3 日 

- 現地調査、カントー大学の訪問、

現地企業との協議を実施した。 

バリアブンタウ省との協議 2025 年 7 月 29 日 - 組織改正に伴う両都市の覚書の取

り扱いについて協議を行った。 

ホーチミン市農業環境局

（DAE）/外務局（DOF）との

協議 

2025 年 8 月 12 日 - 大阪市・DAE/DOFと既存のMOU

の取り扱いと環境教育の支援内容

の方針について協議を行った。 
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項目 実施時期 概要 

第 2 回現地調査の実施 2025 年 8 月 31 日

~9 月 2 日 

 

9 月 14 日~9 月 19

日 

- ベトナム南部地域のスマートシテ

ィ及び水素プラント建設予定地の

視察を行った。 

- 新ホーチミン市との協議、現地企

業・参画企業とのJCM案件形成に

関する意見交換、カントー大学に

て脱炭素セミナーを実施した。 

カントー大学で技術セミナ

ーの実施 

2025 年 9 月 16 日 - カントー大学工学部と共同で、脱

炭素技術の紹介を行った。 

ホーチミン市農業環境局

（DAE）/外務局（DOF）との

協議 

2025 年 9 月 17 日 - 大阪市・DAE/DOFと環境教育コン

テンツ作成に関する協議を行っ

た。 

企業との国内協議 2025 年 9 月 25 日 - OCA社による農業廃棄物の利活用

にむけて、成分分析・炭化試験の

実施、データの分析を行った。 

中間報告会 2025年 10月 21日 - 中間進捗報告会をオンラインで実

施し、案件促進の強化と都市/省の

統合後の実施体制を再度確認する

こととした。 

第 3 回現地調査の実施 2025 年 12 月 3 日

~12 月 7 日 

- 新ホーチミン市にて、JICAホーチ

ミン事務所、市内工業団地及び入

居企業とJCM案件形成等に関する

意見交換、視察を行った。 

第 4 回現地調査の実施 2026 年 1 月 28 日

~30 日 

- 現地渡航、統合後のホーチミン市

農業環境局（DAE）との協議、現

地ワークショップ等を実施した。 

堺市―新ホーチミン市との

都市間連携協議の実施 

2025 年 1 月 29 日 - 新ホーチミン市への今後の支援方

針について意見交換を行った。 

現地ワークショップ及び省

エネ技術ショールーム見学

会の実施 

2025 年 1 月 29 日 

 

2025 年 1 月 30 日 

- 参画企業の遠藤照明ベトナムと共

催で省エネビル（主に照明）ショ

ールーム見学会を実施した。 

- 現地ワークショップを実施し、省

エネ・再エネ・廃棄物に関連する

技術紹介とダイキンベトナム本社

のショールーム見学会を行った。 

ホーチミン市農業環境局

（DAE）/外務局（DOF）との

協議 

2025 年 1 月 29 日 - DAE/DOFの担当者と環境教育広報

コンテンツの修正箇所と配布に必

要な承認手続きを確認した。 

都市間連携セミナーへの参

加 

2026 年 2 月 5 日

~2 月 6 日 

- 新ホーチミン市（旧バリアブンタ

ウ省）農業環境局職員（1名）を本

邦招聘した。 

環境省最終報告会（オンライ

ン） 

2026 年 3 月 4 日 - 最終報告会をオンラインにて実施

し、本事業の成果及び次年度の方

針について報告した。 

出典：日本工営作成 
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(1) 第 1回現地調査 

ホーチミン市（旧バリアブンタウ省）関係者との対面協議及び現地施設等の情報収集のた

め、2025 年 6 月に第 1 回現地調査を実施した。主な活動概要は下表の通り。 

 

  表 3-2 第 1回現地調査活動概要 

# 面談・視察先 主な内容 

1. JICA ホーチミン事務所との協議 JCM 設備補助事業に関する状況と企業の支援

について説明を行い、ホーチミン市の統合後の

人事や支援体制について JICA の方針を確認し

た。 

バリアブンタウ省で実施中のエコ工業団地技

プロの進捗状況（省エネ診断など）について情

報交換をした。 

2. カントー大学 JICA 専門家および工

学部 

当都市間連携の概要紹介と、脱炭素技術（再エ

ネ・水素、省エネ等）に関する関心度を確認し

た。 

3. 大阪市・ホーチミン市のハイブリッ

ド政策対話 

大阪市とのMOU継続方針における必要な手続

きを確認し、環境教育に関する支援について意

見交換を実施した。 

出典：日本工営 

  

  
カントー大学 JICA・工学部との協議 

 

ホーチミン市関係部局との協議 

出典：日本工営作成 

図 3-1 第 1回現地調査の協議及び現地視察の様子 

 

(2) 第 2回現地調査 

ホーチミン市（旧バリアブンタウ省）関係者との対面協議及び現地施設等の情報収集のた

め、2025 年 9 月に第 2 回現地調査を実施した。主な活動概要は、下表の通り。 

 

表 3-3 第 2回現地調査活動概要 

＃ 面談・視察先 主な内容 

1. 現地日系企業との案件形

成に関する協議 

JCM 設備補助事業の現状を説明し、高効率ボイラや省エネ

設備の導入状況などのヒアリングを行った。 

2. ホーチミン市 DAE との

協議 

大阪市との MOU 継続における必要な手続きを確認し、現

地ワークショップの方向性と環境教育コンテンツ作成に

関する協議を行った。 

3 ベトナム南部の現地視察 旧ビンズン省や旧チャビン省などの関連施設を視察した。 

出典：日本工営作成 
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ホーチミン市 DAE との協議 

 
東急ガーデンシティの開発の様子 

 
フーミー3 特別工業団地事務所 

 
グリーン水素プラント工事の様子 

出典：日本工営撮影 

 

図 3-2 第 2回現地調査の協議及び現地視察の様子 

 

 

(3) 第 3回現地調査 

ホーチミン市（旧バリアブンタウ省）関係者との対面協議及び現地施設等の情報収集のた

め、2025 年 12 月に第 3 回現地調査を実施した。主な活動概要は下表の通り。 

 

表 3-4 第 3回現地調査活動概要 

＃ 面談・視察先 主な内容 

1. JICA ホーチミン事務所

との協議 

JICA より、大阪市とホーチミン市の関係継続に活用できる

JICA スキーム（草の根技術協力、JICA Biz、SATREPS 等）

について紹介があり、応募スケジュールおよび事業承認手

続きについて確認した。 

2. HIEP Phuoc 工業団地の

視察と協議 

HIEP Phuoc 工業団地でのエネルギー分野での JCM 案件形成

の可能性を調査・検討した。 

入居企業の一社を訪問し、屋根置き太陽光パネルを設置し

ており、電力は再エネ証書と組み合わせて RE100 を達成し

ていることを確認した。 

出典：日本工営作成 
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HIEP Phuoc 工業団地管理事務所 

 
工場屋根置き太陽光 

出典：日本工営 

図 3-3 第 3回現地調査の協議及び現地視察の様子 

 

(4) 第 4回現地調査 

ホーチミン市（旧バリアブンタウ省）関係者との対面協議及び現地施設等の情報収集のた

め、2026 年 1 月に第 4 回現地調査を実施した。主な活動概要は下表の通り。 

 

表 3-5 第 4回現地調査活動概要 

＃ 面談・視察先 主な内容 

1. 堺市・ホーチミン市（旧バリア

ブンタウ省）との協議 

旧バリアブンタウ省はホーチミン市と合併したが、

堺市とは従来の MOU をもって脱炭素の取組みを継

続することを確認した。また、両都市が脱炭素都市構

築や JCM案件形成に向けた取組を継続して進める意

向も確認した。 

2. 現地ワークショップおよび空

調省エネショールーム見学会

の開催 

ワークショップ（堺市・ホーチミン市による気候変動

対策の紹介及び日系企業よる脱炭素技術・事例紹介）

とショールーム見学会（ダイキンベトナムと共催で

空調設備の紹介）を一体で開催した。 

3. 省エネビルショールーム見学

会の開催 

遠藤照明ベトナムと日本工営主催で省エネショール

ーム見学会を開催した。参加した約 30 名の関係者

に、遠藤照明等の省エネ技術を紹介した。 

出典：日本工営作成 

 

 
ホーチミン市と堺市の協議 

 
省エネビルショールーム見学会の様子 

出典：日本工営撮影 

図 3-4 第 4回現地調査の協議及び現地視察の様子 
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(5) カントー大学における脱炭素セミナーの開催 

ベトナム南部の脱炭素技術の普及を目的に、本事業の活動の一環として、国際的なカーボ

ンクレジットの取組・動向や先進的な脱炭素技術の紹介を行った。技術発表では、水素技術

の基礎知識と実用技術、廃熱回収技術、営農型太陽光発電事業、バイオ炭の利活用について

各社から発表を行い、参加者への脱炭素に関する知識向上に貢献することができた。 

【開催概要】 

日時：2025年9月16日（火）10:00～12:20 

場所：カントー大学工学部 講義室 

参加者：本事業参画企業、現地企業、カントー大学教官・学生など合計126名 

表 3-6 脱炭素セミナーの技術発表 

# 技術発表 発表組織 

1.  都市間連携と JCM/カーボンクレジットの紹

介 

日本工営 

2.  水素の基礎知識 日本工営 

3.  廃熱回収技術及び実用化が進む水素技術 三菱重工業ベトナム 

4.  営農型太陽光発電システム（ソーラーシェア

リング）実証事業 

アグリツリー 

5.  バイオマスの利活用（バイオ炭） 日本工営 

出典：日本工営作成 

 

 
カントー大学工学部（外観）

 
会場の様子 

 
技術発表の様子 

 
カントー大学職員からの挨拶 

出典：日本工営撮影 

図 3-5 脱炭素セミナーの様子 
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(6) 現地ワークショップ（技術紹介） 

本事業参画企業の日系企業 5 社より、省エネ・再エネ・廃棄物に関連する技術紹介を行った。

ワークショップ後に、ダイキンベトナム本社のショールーム見学会を実施した。参加者は、

ホーチミン市や堺市の気候変動・脱炭素技術の概要、特に空調の省エネ効果や導入メリット

について知識を得る機会となった。 

 

【開催概要】 

日時：2026 年 1 月 30 日（金）9:00～12:30 

場所：ホーチミン市 ノバテルホテル 

参加者：本事業参画企業、現地企業など約 40 名 

 

表 3-7 現地ワークショップの概要 

# 発表内容 企業 

1. カーボンクレジット制度・事例 日本工営株式会社 

2. 再エネ、JCM 事例 大阪ガス株式会社（SOGEC） 

3. 高効率 LED 導入事例 遠藤照明ベトナム 

4. 廃棄物処理技術 カナデビアベトナム 

5. 雨水貯留技術 
東邦レオ株式会社（大阪市内企

業） 

出典：日本工営作成 
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現地ワークショップ発表の様子 

 
省エネビルショールーム見学会の様子 

 

出典：日本工営撮影 

図 3-6 現地ワークショップ及びショールーム見学会の様子 

 

(7) 環境省以外の支援機関との連携 

本年度は、在ホーチミンJICA事務所を2回訪問し、JCMの動向や民間企業支援のスキーム

の活用について情報交換を行った。特に、ベトナムの中央政府の省庁再編と、自治体の再編

の影響から、カウンターパート窓口の変更や過年度に結んだ覚書や合意事項等の再確認に時

間を要したことなどを共通の課題として確認した。また、JICAスキームへの申請に向けたア

ドバイスなどを得られた。今後も、都市間連携事業の活動の中で、他支援組織のスキームの

活用・連携ができる部分については適宜連絡を取り合うこととした。 

 

(8) 環境省主催の都市間連携セミナーへの参加 

2026年2月5日（木）に松山市にて「脱炭素社会実現のための都市間連携セミナー2026」が

開催され、ホーチミン市（旧バリアブンタウ省）からも都市連携担当職員1名が招へいされた。 

セミナーでは、国内外の自治体や企業の関係者が一堂に会し、地域脱炭素の推進や脱炭素

ドミノ効果の波及を目的とした発表やパネルディスカッションが行われた他、開催地・愛媛

県の地方創生等とのシナジーを意識した協力事業等といった先進事例が紹介された。また同

日午後には都市間連携事業参加者の非公開の相互学習（グループディスカッション）が行わ

れ、地域脱炭素の推進について参加者同士で意見交換が行われた。翌2月6日（金）午前には、

地域脱炭素に資する取り組みの視察として、三浦工業株式会社のショールーム、株式会社ダ

イキアクシスの松山工場の施設見学が行われた。本セミナーの概要は下記のとおり（午前公

開分）。本セミナーを通じて、ホーチミン市招へい者は、他都市間連携事業の取組内容の理

解を深め、相互学習では脱炭素化推進において、制度上の課題を共有するとともに、様々な

技術ソリューションを学ぶ機会となった。 

日 時： 2026年2月5日（木）10:00～12:30 

会 場： ANAクラウンプラザホテル松山 

共 催： 環境省／公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES） 
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目 的： 地域脱炭素機運の向上および国内外に広がる脱炭素ドミノ効果の触発 

言 語： 日本語 / 英語 （同時通訳あり） 

参加者（対面）：日本を含む世界8カ国28都市より約130名 

 

表 3-8 都市間連携セミナーアジェンダ 

# アジェンダ 組織名 

1. 
主催者挨拶 環境省 

開催地代表挨拶 愛媛県 知事 

2. 
都市間連携事業及び海外展開の事例

紹介 

インドネシア・ゴロンタロ州 

株式会社愛研化工機 

環境省 地球環境局 

日本エヌ・ユー・エス株式会社 

3. 

パネルディスカッション 

（テーマ：国家間協力が揺らぐ時代

に、都市は何ができるのか― 都市

間連携の実践と可能性 ―） 

愛媛県 経済労働部 

富山市環境部 

ミクロネシア連邦・ポンペイ州 

パラオ共和国・アイライ州 

環境省 地球環境局 
出典：IGES 資料より抜粋 

 

  
パネルディスカッションの様子 相互学習の様子 

出典：日本工営撮影 

 

図 3-7 都市間連携セミナーの様子（写真） 

 

(9) カーボンニュートラル促進のための広報の実施 

本年度、ベトナム南部地域の脱炭素化の取組の一環として、大阪市環境教育（副教材）

を参考に、小・中学校向けの広報コンテンツ（ポスター）を作成した（図 3-8）。ホーチミン

市側との複数回の協議を通じて、計4種類（ベトナム語版）を作成し、電子データを提供した。

今後、ホーチミン市にて活用方法を検討し、必要に応じて更新を行う方針となった。 
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自然環境分野（右下写真はUR都市機構提供） 

 
気候変動（緩和策）分野 

 
廃棄物分野 

 
気候変動（適応策）分野 

出典：大阪市・日本工営・ホーチミン市作成  

 

図 3-8 環境教育ポスターのイメージ（4種類） 
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第 4 章 JCM案件形成調査 

4.1 JCM案件形成調査の概要  

本事業では、統合後のホーチミン市（旧バリアブンタウ省を含む）及びベトナム南部で導

入をめざす環境インフラ（脱炭素・環境改善技術）の案件形成調査を個別に実施した。表4-1

に挙げられた候補事業について、4.2以降に詳細を記載した。 

 

表 4-1環境インフラ導入の候補事業 

# 候補事業 関連企業 

1. 農業由来廃棄物（バイオマス）活用事業 OCA ベトナム 

2. グリーン水素を含む新エネルギーの活用事業 中外炉工業、日本酸素ベトナム 

3. 高効率 LED システム導入事業 遠藤照明ベトナム 

4. 太陽光/蓄電池導入事業 大阪ガス 

5. 廃棄物発電・バイオガス関連事業 カナデビアベトナム 

6． デジタル技術（DX）の活用事業 日本工営 

出典：日本工営作成 

 

4.2 農業由来廃棄物（バイオマス）活用事業の案件形成調査 

4.2.1 調査概要 

参画企業のOCAベトナム社（以下、OCA社）と、カカオ由来の廃棄物（カカオポッド殻）

の利活用を検討した。これまでは、廃棄するカカオポッド殻はたい肥や家畜の飼料として活

用してきたが、近年、カーボンクレジット取引対象としてバイオ炭が注目されていることか

ら、本年度はカカオポッド殻の炭化試験および成分分析、現地調査を通じて、バイオ炭のカ

ーボンクレジットビジネスの可能性を検討した（右写真：カカオの実）。 

 

 

出典：日本工営撮影  

 

図 4-1 カカオポッドの写真（左：外観、右：カカオボッド殻と果実） 
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4.2.2 カカオポッド殻の炭化試験および成分分析 

ハノイ市の天然資源環境大学（HUNRE）の協力の下、カカオポッド殻の炭化試験・成分分

析を実施した。以下の、乾燥、切断、粉砕、炭化のプロセス（図 4-2）を経てバイオ炭を製造

した。また、炭化において高いCO2濃度の排気が得られ、かつ施肥に最適な条件を確認する

ため、炭化温度を４種類（450℃、500℃、600℃、700℃）設定して試験を実施した。 

 

 

出典：HUNRE 提供資料から日本工営作成 

 

図 4-2 カカオポッド殻の炭化及び成分分析プロセス 

 

また、バイオ炭によるカーボンクレジット量を試算するにあたり、カカオポッド殻の含水

率、炭化による質量変換率（炭化前後の質量）、ならびにバイオ炭1kgあたりの有機炭素含有

量および水素含有量の成分検査を実施した。カカオポッド殻の含水率は85.33%、その他の分

析結果は下表に示すとおりとなった。 

 

表 4-2 成分分析の結果 

検査項目 450 度 500 度 600 度 700 度 

質量変換率（%） 36.88 33.94 33.8 32.41 

有機炭素含有率（%） 66.46 65.76 64.67 63.2 

水素含有率（%） 2.348 1.581 1.175 0.921 

出典：HUNRE 成分分析結果 

 

4.2.3 分析結果からの考察 

(1) 含水率 

カカオポッドの含水率85.33%は、バイオ炭事業においては非常に高い水準である。例えば、

Carbon Standards International社が開発するGlobal Artisan C-sink方法論を適用する場合、含水率

を25%まで乾燥させることが条件とされている。なお、一般的にバイオ炭事業における乾燥

は、高いコストを伴う工程であり、事業化における最も大きな課題の一つとされている。 
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(2) H/Cモル比 

バイオ炭を施用してカーボンクレジット化を行う場合、その炭素が地中で分解されない炭

素であることを確認する必要がある。主要なバイオ炭の方法論の多く（Verra社のVerified 

Carbon Standard (VCS)やPuro.earh社のPuro Standard等）は、その検証指標としてH/Cモル比を

0.70以下とすることを条件としている。炭化後カカオポッド殻の水素含有率および水素含有

率から算出したH/Cモル比は、表 4-3のとおりであり、すべての炭化温度において当該条件を

満たしていることが確認された。 

 

表 4-3 H/Cモル比の比較表  
450 度 500 度 600 度 700 度 

H/C モル比  0.565 0.385 0.291 0.233 

出典：HUNRE 成分分析結果 

 

(3) 最適温度の推定 

質量変換率および炭素含有量が大きいほど、CO₂固定量は増加する。表 4-2より、450℃は

これら両指標において他の炭化温度と比較して最も大きい値を示していることが確認された。

したがって、ほとんどのバイオ炭分野の方法論のH/Cモル比の基準を満たしており、かつ最

も多くの炭素固定量が見込まれる450℃を、現時点における最適な炭化温度と判断した。 

4.2.4 CO₂貯留量の試算 

OCA社のカカオポッド殻を炭化した場合に想定されるCO₂固定量について、以下の前提条

件とパラメータを仮設定した。 

 

表 4-4 CO2貯留量試算の前提条件と仮パラメータ 

項目 概要 

方法論 JCM には、まだバイオ炭分野の方法論がないため、便宜上ボランタ
リークレジット（Global Artisan C-sink）の方法論を使用する。小規
模事業を想定するため、簡易炭化装置を対象とする。 

炭化温度 今回の分析結果から 450℃を採用する。 

質量変換率 36.88% 

炭素含有率 66.46%（保守的に有機炭素含有量として算出した） 

CO2 換算重量比 44g/mol（二酸化炭素分子量）/12g/mol（炭素分子量）=約 3.67 

Persistent Aromatic 
Carbon：PAC 率 

土壌や堆積物中に 1,000 年以上存在しうる難分解性芳香族炭素
（PAC）の比率。PAC のみがクレジットの対象となるため、今回は
保守的に 75%とした。 

Security Margin バイオマス輸送やバイオ炭輸送等に伴う潜在的な排出量を考慮し、
2%を控除するための補正係数。（98％を使用） 

出典：日本工営作成 

 

バイオ炭施用によるCO₂貯留量は、一般的に以下の式により算定される。 

算定式：貯留量（tCO₂）＝バイオマスの質量（t）×質量変換率（%）×炭素含有量（%）×炭

素残存率（%）× 44/12×PAC率(%)×Security Margin(%) 
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今回設定した値を使用すると、乾燥バイオマス（カカオポッド殻）1トンから発行されるク

レジット量は0.661CO₂eと試算された。 

4.2.5 カーボンクレジットの活用検討 

最も多くのバイオ炭クレジットを取引しているPuro.earth社が公開する価格指数によると、

取引価格はEUR120～135/tCO₂e（≒USD140～157/tCO₂e）であるため、本試算ではUSD150/tCO₂e

とした。乾燥バイオマスのクレジット販売額はUSD99.2/tと試算された。なお、これは他の再

エネやメタン削減などの市場価格に比べると破格の高額であり、市場の動向に応じたカーボ

ンクレジット価格推移を注視する必要がある。 

4.2.6 今後の展開  

OCA社では既にカカオポッド殻をヤギの飼料や肥料として利用しており、その販売価格は

約10円/kgである。一方、バイオ炭クレジットの販売価格は約15円/kg(USD99.2/t)の市場価格帯

であり、バイオ炭の製造コストやプロセスを考慮するとクレジットビジネスは難しいと判断

された。一方で、カカオポッド殻由来のバイオ炭は炭素貯留効果に加え、農地に施用するこ

とで農作物の収量増加効果が期待されるため、簡易炭化炉を用いた試験を別途検討していく

予定である。 
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4.3 グリーン水素を含む新エネルギーの活用事業の検討 

4.3.1 調査概要 

本調査では、ホーチミン市（旧バリアブンタウ省）内にある事業所を対象に、水素・アン

モニア等の新エネルギーを活用した燃焼技術導入可能性について検討した。昨年度に引き続

きベトナム国内での水素・アンモニアのエネルギー利用に関する動向を情報収集したほか、

水素技術の導入に関心のある現地企業と案件形成に関する協議を行った。 

4.3.2 想定している導入設備の概要 

中外炉工業の水素バーナ―は水素燃料の特性を活かしたバーナ構造により、CO2排出量ゼ

ロに加え、優れた低窒素酸化物（NOx）性能と高い燃焼安定性と安全性を有する。（図4-3お

よび表 4-5参照）。 

 

            出典：中外炉工業 

 

図 4-3中外炉工業の HSGB‐H2型水素バーナー 

 

表 4-5 HSGB‐H2型水素バーナーの特徴 

優位性 概要 

CO2排出量ゼロ 燃料の水素には炭素分が含まれていないため、CO2を排出しない。 

低 NOx 水素と空気をバーナー内で並行に流して緩慢燃焼とし、火炎温度

を下げることで低 NOx 性能を実現する。 

高い安全性 燃料をノズルから噴出させた後に空気と混合させるバーナー構造

を有する。空気と燃料が別々に供給されるため、燃焼中に逆火が起

こらず、安全に燃焼させることが可能。 

出典：中外炉工業 

 

4.3.3 調査結果 

(1) ベトナム国内の動向 

 ベトナムでは2023年に承認されたPDP8にて、工業・運輸・発電分野における水素の生産

と適用を推進していく方向性が示された。また、2024年2月に首相承認されたベトナムの水素

エネルギー戦略（2.3.2参照）にて2050年のネットゼロに向けた目標が提示されている。 
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(2) ヒアリング調査結果 

 本年度は、ホーチミン市（主に旧バリアブンタウ省）や水素関連の本邦企業へのヒアリ

ング調査を行い、企業ごとの関心や課題を明らかにした。概要は表 4-6のとおりである。 

 

表 4-6 現地企業のヒアリング結果 

ヒアリング対象 概要 

A 社（ガス製造業者） 需要家からのグリーン水素への潜在的な関心は確認している

が、現状では初期費用・ランニングコストの価格転嫁が課題と

認識。 

B 社（鉄鋼業者） 水素導入に関する課題として、既存燃料との値差、水素燃焼技

術の確立・製品の品質への影響、安定的な調達確保などが挙げ

られる。実証レベルでの導入を検討する余地はある。 

C 社（エネルギー事業

者） 

社内に水素検討チームがあるが近年は進展がない状況。持続

可能な航空燃料（SAF）を中心に航空分野の脱炭素化・代替エ

ネルギーに注目をしている。 

出典：現地ヒアリング結果をもとに日本工営が作成 

4.3.4 実施体制の検討 

JCM設備補助事業で想定される場合の実施体制は図4-4の通りであるが、他の支援スキーム

を活用した実施体制についても別途検討中である。 

 

 
 
     出典：日本工営作成 

図 4-4 JCM設備補助事業の実施体制イメージ（水素技術導入事業） 

 

4.3.5 今後の展開  

ホーチミン市を含むベトナム南部は、同国でも水素技術導入のポテンシャルが高い地域

であるため、引き続き、水素製造・調達から、水素の利活用（混焼・専焼）までのバリュー

チェーンについて検討を進めていく予定である。また、将来的なJCM設備補助事業化を目標

にしつつも、他の補助金スキーム等の積極的な活用を検討する。  
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4.4 高効率 LEDシステム導入事業の検討 

4.4.1 調査概要 

ホーチミン市内のオフィスビル、商業施

設、工場等に対し、参画企業のEndo Lighting 

Vietnam Co., Ltd. が販売を行っている調光

型高効率LED照明導入の導入検討を行っ

た。過年度までに、JCM設備補助事業の共同

事業者候補に対して個別に協議を行ってい

るが、今年度は、同技術の普及・広報活動に

注力し、照明含む省エネビルのショールー

ム見学会をホーチミン市内で実施した。 

出典：遠藤照明ベトナム現地ワークショップ資料 

                                        図 4-5 LED調光システムのイメージ 

4.4.2 想定している導入設備の仕様 

調査対象とした遠藤照明製の調光調色型高効率LED照明Tunable LEDZは、日本国内におい

てもトップクラスの高効率性能を有するLED 照明である。ベトナムで流通している類似の

LEDとの効率を比較すると現地メーカー、欧州メーカーの製品の照明効率が110lm/W前後で

あるのに対し、Smart LEDZは約160lm/Wであり、省エネ効果が高い。 

また、時間帯に合わせたスケジュール運用とマニュアル運用による調光により、大幅な省

エネが可能である。機能性については、同じ空間に設置したLED照明であっても一本一本を

個別制御（異なる調光率で点灯）することが可能であり、これにより空間における明暗をな

くし、均一な明るさを実現することができる。これはオフィスで勤務する労働者にとって、

室内労働環境の観点から重要な点であり、オフィスの価値向上につながる。 

 

4.4.3 調査結果 

本年度は、ホーチミン市内の日系・現地企業に対して、提案するLED照明の省エネ効果と

調光システム等を体感してもらうため、(4)3.1.3のとおりショールーム見学会を実施した。今

後の建設計画の際に導入できるよう、同技術のメリットについて詳しく解説を行った。 

 

4.4.4 今後の展開  

ベトナムでのLED照明は、国際的な水俣条約による水銀ランプの使用禁止や、国内の省エ

ネ制度などが進んだ効果もあり、導入は一般的となりつつある。一方で、高効率かつ調光な

どの付加価値のある同技術は普及がこれからであり、今後も環境意識の高い事業者や業務環

境の質向上を目指す企業に対して技術提案が効果的である。JCM設備補助事業もベトナム国

内で複数事例があるため、導入規模に応じて、活用することが可能とみられる。  
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4.5 太陽光/蓄電池導入事業の検討 

4.5.1 調査概要 

ホーチミン市（旧バリアブンタウ省内）の工業団地及びテナント工場を対象に、現地ワー

クショップや面談を通じて屋根置き太陽光発電及びバッテリーエネルギー貯蔵システム

（BESS）の技術・JCM事例紹介を行った。導入に関心のある企業や事業者に対しては個別の

提案を行った。 

4.5.2 想定している導入設備 

ベトナムでは、JCM設備補助事業として屋根置き太陽光の採択事例が複数ある。中でも、

大阪ガス株式会社が代表事業者として「工業団地への9.8MW 屋根置き太陽光発電システム

の導入（2021年度）」が採択されていることから、このシステム・規模を参考に、ホーチミ

ン市での水平展開が候補として挙げられる。屋根置き太陽光の設置が可能な複数のテナント

工場にて発電を行い、その余剰電力を工業団地内の他の工場に融通することができるシステ

ムとなっているのが特徴である。 

 

 
 

出典：JCMA/GEC ホームページ：https://gec.jp/jcm/jp/projects/21pro_vnm_06/ 

図 4-6 工業団地における太陽光発電システムのイメージ 

 

4.5.3 実施体制の検討 

JCM設備補助事業を申請する場合に想定される実施体制の例を下図に示す。この場合、テ

ナント工場は屋根を提供して発電された電気の購入契約を結ぶ。共同事業者としては、Sojitz 

Osaka Gas Energy Company Ltd.（SOGEC）と、株式会社Looopの合弁会社であるSOL Energy 

Company Limited (SOL Energy)を想定する。 
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出典：日本工営作成 

図 4-7 JCM設備補助事業の実施体制イメージ（太陽光発電事業＋蓄電池） 

 

4.5.4 今後の展開 

過年度より変動性の高い太陽光発電等の再生可能エネルギー（VRE）に対して、蓄電池シ

ステムの導入を組み合わせた事業を検討してきた。ベトナムでのJCM設備補助事業において、

現在、蓄電池の導入は必須条件となっていることから、蓄電池を含めた最適なシステムを提

案していく予定である。 
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4.6 廃棄物発電・バイオガス関連事業の検討 

4.6.1 調査概要 

本事業に参画するカナデビアベトナムを含むカナデビアグループは、幅広い廃棄物処理技

術を有する。過年度から引き続き、ごみ焼却発電システムの導入可能性を中心に検討した。

廃棄物由来のバイオガスについては、ポテンシャルの確認を行い、技術導入の可能性を検討

した。 

4.6.2 想定している導入設備 

カナデビアのごみ焼却発電設備は、独自の燃焼技術と高度な排ガス処理技術により、高効

率のエネルギー回収と低環境負荷を実現することを強みとする。導入を想定するストーカ式

焼却炉は、不均質等の多様な性状の廃棄物や大容量で安定的に焼却・発電ができることが特

徴である。設備のイメージ図を下記に示す。 

 

ストーカ式焼却炉の特徴・優位性 

1. 前処理が不要である。投入するごみは、ごみピットから直接投入する。 

2. 多様なごみの安定的な燃焼が可能である。 

3. 緩慢燃焼により、運転制御が容易である。 

4. 多くの採用実績を持つ技術形式である。 

5. 1,000トン/ラインのような大型化が容易である。 

 
出典：カナデビア提供 

図 4-8 想定する焼却発電システムのイメージ 
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有機廃棄物の処理システムについては、同社は連続的な嫌気性消化プロセスを用いてバイ

オ由来廃棄物のバイオマス利活用技術を有しており、世界で約100の導入実績がある（図4-9

参照）。天然肥料の他、バイオガスなどの代替燃料を提供できることや、高度に自動化され

たプロセスにより、長い設備寿命、高い効率の維持など、技術面だけでなく、維持管理コス

ト（人件費やメンテナンス費など）の削減が可能で経済性にも優れており、対象地域のサー

キュラーエコノミーに貢献できる実用的な技術といえる。 

 

 出典：カナデビアベトナム現地ワークショップ資料 

 

図 4-9想定する有機廃棄物の処理システムのイメージ 

 

4.6.3 調査結果 

本年度の調査では、統合後のホーチミン市に対する現地ワークショップでの技術情報提供

を行った。焼却発電システムの導入における脱炭素効果の試算例を図4-10に示す。 

 

 出典：カナデビアベトナム現地ワークショップ資料 

 

図 4-10廃棄物発電システムと GHG排出削減試算のイメージ 
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4.6.4 実施体制の検討 

JCM設備補助事業で想定される実施体制のイメージを下図に示す。 

 

 

  出典：日本工営作成 

 

図 4-11 JCM設備補助事業の実施体制イメージ（廃棄物発電） 

 

4.6.5 今後の展開 

近年ベトナム南部では農業分野でのカーボンクレジット創出事業が大きく注目されている

ことから、バイオ炭技術の活用による民間JCMも含めた事業形成が期待される。また、都市

ごみの処理に関しては、ホーチミン市のごみ分別回収制度を含めて案件形成を検討する。有

機性廃棄物の処理・バイオガスの利活用についてもスケールメリットが発揮できる発生源を

中心に、引き続き導入候補の発掘を目指す予定である。 
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4.7 デジタル技術（DX）活用事業の検討 

4.7.1 調査概要 

気候変動分野におけるデジタル技術（DX）の活用検討を行った。統合されたホーチミン市

では、今後の経済発展や人口増加に伴い、郊外での工業団地開発やスマートシティ開発が進

むことが想定されている。そのため、都市計画の視点からDX活用ポテンシャルについて検討

した。また、都市計画と連動して、屋根置き太陽光発電の効率的な候補地選定や都市防災の

評価などに同技術への活用可能性について検討を行った。 

 

4.7.2 調査結果 

衛星データを解析することによって、図 4-12（左）のように建物の場所を検出することが

可能である。高解像度の衛星データを用いると、屋根面積の算定も可能であり、屋根置き太

陽光の設置候補先の選定にも活用が期待できる。 

また、ホーチミン市内の一部の区画を対象に、2023/4~2024/4の2時期の変化抽出を行うこと

で、新規の建物（あるいは開発地域等の土地利用変化）の簡易抽出ができることを確認した

（図 4-12（右）赤色箇所が検知結果）。標高データや緑地や街路樹など特定の地物、一定条

件を満たす建物等の現地情報と組み合わせることで、精度の高い分析が可能である。その他

にも、将来的にはリアルタイムデータ等を組み合わせることで、ホーチミン市が課題の一つ

に挙げている都市域の洪水リスク把握や避難経路等といった気候変動適応策への活用も技術

的に可能であることを確認した 

 

高解像度衛星データ解析による建物検知結果事例 

 

ホーチミン市における新規検知結果 

出典：スペースシフト社提供 

 

図 4-12 新規建物検知のイメージ 

4.7.3 今後の展開  

 本年度は既存の公開データから簡易分析を行ったが、今後、統合されたホーチミン市全

域を網羅する開発方針が提示された際に、同技術・ツールを活用し、詳細計画の業務効率を

上げることが期待できる。また、ホーチミン市内の大学や研究機関と連携することで、緩和

策・適応策に付帯する形で、DX技術の活用検討が進められることが期待される。 
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第 5 章 今後の展望 

5.1 本年度の活動成果のまとめ 

本年度の活動成果の概要を表 5-1の通り整理した。 

都市間連携協議については、今年度、ホーチミン市の3都市合併及び中央省庁の合併に伴い、

MOUをはじめとする行政手続きの再確認のプロセスに多くの時間を費やしたが、概ね解決し

た。ホーチミン市が関心を持つ環境教育等の支援など、具体的な成果物を作成した。 

JCM案件形成については、本事業の提案技術の多くは近年実用化が進んでいること、JCM

設備補助の実績・知見を有する参加企業も多い一方で、太陽光発電など大型事業が適用でき

るケースは限られる。今後のJCM等の申請は、より高度な技術を対象になるとみられること

から、既存技術にエネルギーマネジメントシステム (EMS) を組み合わせた事業や、水素を

はじめとする先進技術の導入事業の発掘が都市間連携での検討に求められる。 

 

表 5-1 本年度の活動成果のまとめ 

＃ 技術分野・活動項目 活動内容と主な成果 

１．省エネルギー分野 

(1) 
省エネ技術導入に向けた現地調

査とビジネスマッチング支援 

省エネビルショールーム見学会の実施（空調・照

明）や現地ワークショップ通じて、参加者が省エ

ネ効果や導入メリットなど体感し、参画企業のビ

ジネスマッチングを促進した。 

(2) 
省エネ技術導入に向けたJCM等

の事業化支援 

本年度、JCM設備補助事業等の新規事業には至ら

なかったが、民間ベースでの技術導入を参画企業

にて実施中である。 

２．再生可能エネルギー分野 

(1) 
再エネ技術導入に向けた現地調

査とビジネスマッチング支援 

現地ワークショップを通じて、参加者が再エネ事

業の事例やGHG排出削減の貢献度等の理解を深

め、参画企業のビジネスマッチングを促進した。 

(2) 
再エネ技術導入に向けたJCM等

の事業化支援 

JCM事業化には至っていないが、再エネ技術（太

陽光発電・蓄電池等）導入のために、現地ワーク

ショップなどでのパートナー発掘を行った。 

３．廃棄物処理分野 

(1) 
廃棄物処理に関する有用技術の

紹介と事業化支援 

現地ワークショップを通じて、ホーチミン市関係

者の廃棄物発電の導入メリットや技術の理解を深

め、今後の案件事業化の為の人材育成を行った。 

(2) 
農業由来廃棄物（バイオマス）

利活用の検討 

カカオポッド殻を使用したバイオ炭の活用につい

て炭化試験・分析、クレジットの試算を行った。

（第 4 章参照） 

４．制度構築支援分野 

(1) 
脱炭素都市及びサーキュラーエ

コノミーの制度構築支援 

堺市及び大阪市との都市間連携協議を通じて、ホ

ーチミン市関係者に対して、日本の都市の脱炭

素・サーキュラーエコノミーに関連する取組事例

や課題、工夫について共有し、制度構築を支援し

た。 
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＃ 技術分野・活動項目 活動内容と主な成果 

(2) 
カーボンニュートラル促進のた

めの広報の実施 

大阪市の環境教育の取組・知見を活かし、広報用

コンテンツ（ポスター）を作成し、ホーチミン市

に提供した。（第 3 章参照）。 

５．水素技術分野 

(1) 
ベトナム国の水素関連法制度及

び戦略等の収集・レビュー 

今後の水素技術導入において、国の方針に沿った

検討を行うため、ベトナムの水素関連の情報収集

及びレビューを行い、整理した（第2章参照）。 

(2) 
水素製造・販売、水素燃焼技術

の導入ポテンシャルの確認 

現地関係者との協議と現地調査を実施し、水素製

造から燃焼技術の導入に向けて、今後、他の補助

金スキームを活用した提案を検討する道筋をつけ

た。（第 4 章参照） 

６．デジタル技術(DX)分野 

屋根置き太陽光発電等の候補地選定やポテンシャ

ルの把握のため、衛星画像の活用を検討した。具

体的には、ホーチミン市内の2時期の衛星画像の

比較を行うことで新規施設の抽出ができること、

また一定条件を満たす建物や標高などの範囲を絞

ることで、都市域の洪水リスク把握など、気候変

動適応策にも活用が可能であることを確認した。

（第4章参照） 

出典：日本工営作成 

5.2 今後の都市間連携の展望 

次年度の都市間連携事業は、新ホーチミン市の地域特性に適した支援と技術を選定しつつ、

都市全体としてのカーボンニュートラル・脱炭素技術導入を促進することを基本方針とする。 

 

出典：日本工営作成 

図 5-1 今後の都市間連携の展開イメージ 

 


